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危
険
物
　
事
故
は
瞬
間

無
事
故
は
習
慣

危
険
物
施
設
で
の
油
漏
れ
事
故

が
頻
発
し
て
い
ま
す
。
法
定
点
検

は
も
と
よ
り
、
日
常
の
自
主
点
検

を
実
施
し
、
保
安
体
制
の
強
化
を

図
り
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
一
般
家
庭
に
あ
る
農
作

業
用
の
ガ
ソ
リ
ン
、
軽
油
、
重

油
、
冬
の
間
使
用
し
た
灯
油
な
ど

も
、
量
は
少
な
く
て
も
危
険
物
で

す
。
安
全
な
保
管
、
使
用
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

消
防
本
部
予
防

課（
1
０
８
４
８
^4
５
９
２
７
）

受
付
日
時

１０
日
（
木
）・
１１
日

（
金
）８
時
３０
分
〜
１７
時
１５
分

受
付
場
所

円
一
町
庁
舎
１
階

会
議
室

募
集
住
宅

空
き
家
が
生
じ
た
市

営
住
宅

※
資
料
の
配
布
は
、
１
日（
火
）か

ら
、
建
築
課
（
円
一
町
庁
舎
１

階
）、
各
支
所
の
産
業
建
設
課
、

ま
た
は
市
民
課（
市
役
所
本
庁
１

階
）で
行
い
ま
す
。

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

問
い
合
わ
せ
先

建
築
課（
1
０

８
４
８
^7
６
１
２
０
）

市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

６
日（
日
）〜
１２
日（
土
）

危
険
物
安
全
週
間

資源の集団回収を支援します
補助額 回収量１kgにつき５円
対 象 町内会や子ども会、老人クラブなどで、年
３回以上回収を行う団体
対象資源 古紙類（新聞紙・雑誌）、ビールびん、ア
ルミ缶、古布、ダンボール
※事業所や商店などから出されたものは除く。
申請方法 回収を始める前に、届出書（環境管理課、
各支所の地域振興課に用意）を提出してください
問い合わせ先 環境管理課（1０８４８^3１２１０）

受
付
日
時

２３
日（
水
）〜
２５
日

（
金
）８
時
３０
分
〜
１７
時

受
付
場
所

堀
田
・
誠
和
共
同
企

業
体
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー（
宮

浦
四
丁
目
）

募
集
住
宅

空
き
家
が
生
じ
た
県

営
住
宅

※
資
料
の
配
布
は
、
１５
日（
火
）か

ら
行
い
ま
す
。

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

問
い
合
わ
せ
先

堀
田
・
誠
和
共

同
企
業
体
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

（
1
０
８
４
８
^1
２
２
１
５
）

対
象

次
の
①
〜
③
の
す
べ
て
に

該
当
す
る
世
帯

①
市
内
に
住
所
が
あ
る

②
現
在
、
市
立
・
私
立
幼
稚
園
、

認
定
こ
ど
も
園（
短
時
間
利
用
）

に
３
〜
５
歳
児（
平
成
１６
年
４

月
２
日
〜
平
成
１９
年
４
月
１
日

生
ま
れ
）が
通
園
し
て
い
る

※
市
外
の
私
立
幼
稚
園
・
私
立
認

定
こ
ど
も
園
も
含
む
。

※
私
立
幼
稚
園
の
場
合
は
、
今
年

度
中
に
３
歳
に
な
り
、
通
園
を
始

め
た
園
児
も
含
む
。

③
補
助
世
帯
区
分（
次
の
表
の
と

お
り
）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

申
請
期
間

１
日（
火
）〜
７
日

（
月
）（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）９

時
〜
１７
時
１５
分

申
請
場
所

リ
ー
ジ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
南
館

用
意
す
る
物

印
鑑

※
補
助
額
は
、
兄
・
姉
の
構
成
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

教
育
振
興
課

（
1
０
８
４
８
^7
６
１
５
１
）、

子
育
て
支
援
課（
1
０
８
４
８

^7
６
０
４
２
）、
ま
た
は
通
園

し
て
い
る
園

平
成
２１
・
２２
年
度
に
市
が
発
注

す
る
建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
の
入
札
参
加

資
格
の
追
加
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
書
類
申
請
・
電
子
申
請

申
請
期
間

１４
日（
月
）〜
１８
日

（
金
）

※
電
子
申
請
の
添
付
書
類
提
出
は

２５
日（
金
）ま
で
で
す
。

申
請
場
所

契
約
課（
市
役
所
本

庁
５
階
）

※
手
続
き
方
法
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

契
約
課（
1
０

８
４
８
^7
６
０
９
３
）

と
き

８
月
２９
日（
日
）

と
こ
ろ

広
島
市
、
福
山
市

申
請
期
間

６
月
２２
日（
火
）〜
７

月
８
日（
木
）

願
書
配
布
場
所

消
防
本
部
予
防

課
、
西
部
分
署
、
北
部
分
署
、

大
和
出
張
所

願
書
提
出
先

消
防
試
験
研
究
セ

ン
タ
ー
広
島
県
支
部

問
い
合
わ
せ
先

消
防
本
部
予
防

課（
1
０
８
４
８
^4
５
９
２
７
）

と
き

２１
日（
月
）〜
７
月
２
日

（
金
）９
時
〜
１８
時

と
こ
ろ

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー（
ペ
ア

シ
テ
ィ
三
原
西
館
２
階
）

問
い
合
わ
せ
先

学
校
教
育
課

（
1
０
８
４
８
^7
６
１
５
５
）

県
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

入
札
参
加
資
格
審
査
の
追
加
申
請

消
防
設
備
士
試
験

幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園

の
授
業
料
を
補
助
し
ま
す

市立　補助額（年額、円） 私立　補助額（年額、円）

一人目
補 助 世 帯 区 分

二人目 三人目以降 一人目 二人目 三人目以降

生 活 保 護 世 帯

２０，０００ ４９，０００ ７８，０００

２２０，０００ ２６０，０００

市民税所得割課税額
３４，５００円以下の世帯 １０６，０００ ２０３，０００

市民税所得割課税額
１８３，０００円以下の世帯 ４３，６００ １７２，０００

２９９，０００

市民税非課税世帯
１９０，０００ ２４５，０００

市民税所得割非課税世帯

小
学
校
教
科
書
の
展
示
会
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農
薬
は
誤
っ
た
使
用
方
法
に
よ

り
、
人
や
動
物
の
健
康
を
害
し
た

り
、
周
囲
の
農
作
物
を
汚
染
し
た

り
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

農
薬
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次

の
こ
と
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
必
ず
容
器
に
記
載
さ
れ
て
い
る

使
用
基
準
・
注
意
事
項
を
守
り

ま
し
ょ
う
。

○
散
布
は
、
近
隣
に
影
響
が
少
な

い
天
候
や
時
間
帯
を
選
び
、
風

向
や
ノ
ズ
ル
の
向
き
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

６
月
〜
８
月
農
薬
危
害
防
止
月
間

農
薬
は
適
正
な
使
用
を
！

航空機の騒音測定結果

広島空港周辺航空機騒音測定（常設置局）４月分の結果通知が、
県空港振興課からありましたので、お知らせします。

○
学
校
や
保
育
所
、
病
院
、
住
宅

地
な
ど
に
近
接
す
る
土
地
で
使

用
す
る
場
合
は
、
事
前
に
看
板

な
ど
で
周
辺
住
民
に
周
知
を
し

て
く
だ
さ
い
。

○
子
ど
も
の
手
が
届
か
な
い
、
安

全
な
鍵
の
か
か
る
場
所
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。
盗
難
や
紛
失

の
時
は
、
直
ち
に
最
寄
り
の
警

察
署
に
届
け
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

農
林
水
産
課

（
1
０
８
４
８
^7
６
０
７
７
）

港
町
ビ
ル
２
階
の
事
務
所
部
分

を
分
譲
し
ま
す
。

所
在
地

港
町
三
丁
目
６
２
２
番
６９

分
譲
数

１
区
分（
面
積
１
０
５

平
方
メ
ー
ト
ル
）

申
し
込
み

１０
日（
木
）ま
で
に
管

財
課（
1
０
８
４
８
^7
６
０
１

２
）へ

任
用
期
間

７
月
１
日（
木
）〜
８

月
３１
日（
火
）

勤
務
時
間

１３
時
〜
１６
時
、
１８
時

３０
分
〜
２１
時

賃
金

時
給
８
７
０
円

募
集
人
数

８
人

応
募
資
格

１８
歳
以
上
の
人

申
し
込
み

１６
日（
水
）ま
で
に
、

履
歴
書
を
く
い
文
化
セ
ン
タ
ー

（
1
０
８
４
７
#2
７
１
３
８
）

へ
と
き

８
月
４
日（
水
）１３
時
〜
１５

時
と
こ
ろ

広
島
市
、
福
山
市

受
付
期
間

６
月
８
日（
火
）〜
１７

日（
木
）

※
受
験
願
書
・
案
内
は
、
保
健
福

祉
課（
サ
ン
・
シ
ー
プ
ラ
ザ
３
階
）

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課

（
1
０
８
４
８
^7
６
０
３
７
）

２０１０年４月

港
町
ビ
ル
を
分
譲
し
ま
す

調
理
師
試
験

ところ サン・シープラザ（３・４階）

○本郷地域センター心配ごと相談 ３０日を除く毎週水曜
日 １３時～１６時（本郷福祉センター内1０８４８*6３６０７）
○久井地域センター心配ごと相談 ２日（水）・１６日（水）
９時～１２時（久井保健福祉センター内1０８４７#2７１０１）
○大和地域センター心配ごと相談 ４日（金）・１８日（金）
９時～１２時（大和人権文化センター内1０８４７#3１３０
８）、１１日（金）・２５日（金）９時～１２時（大和保健福祉
センター内1０８４７#4１２１４）
○学校生活・勉強などの悩みについての相談
三原ふれあい相談　月～土曜日 ９時～１７時４５分（土
曜日は８時３０分～１７時１５分）（リージョンプラザ内1
０８４８̂ 4７２０１）
○児童虐待通告窓口（子育て支援課1０８４８̂ 7６０８８）
○女性の人権ホットライン（電話相談）
月～金曜日８時３０分～１７時１５分（1０５７０－０７０－８１０）
○県生活センター（電話相談）
月～金曜日 ９時～１２時、１３時～１６時
消費生活相談（1０８２－２２３－６１１１）
県民・交通事故相談（1０８２－２２３－８８１１）
○暴　力　相　談（電話相談）
月～金曜日 ８時３０分～１７時
暴力追放広島県民会議（1０８２－２２８－５０５０）

○県介護予防研修相談センター（電話相談）
月～金曜日 ９時～１６時３０分
認知症・高齢者の権利擁護相談（1０８２－２５４－３４３４）
高齢者の福祉用具・住宅改修相談（1０８２－２５４－１１６６）

○弁護士法律相談
尾道地区弁護士会 ９日（水）・２３日（水）（いずれも要予
約　収入による利用条件があります。予約は直接弁護
士会1０８４８@2４２３７へ）
三原市無料法律相談 １８日（金）リージョンプラザ南館
（要予約 ７日（月）８時３０分から受け付け　市民生活
課1０８４８̂ 7６１７８)
○司法書士法律相談（電話相談）
月～金曜日 １２時～１５時
広島相談センター（1０８２－５１１－７１９６）
○法テラス広島（法的トラブルの解決法・窓口の案内）
月～金曜日 ９時～１７時
広島地方事務所（1０５０－３３８３－５４８５）

所　管 調　査　地　点 WECPNL
（月間値）

空港対策 正広局 本郷町善入寺正広 ６４.２

環境保全 本郷局 本郷町船木川西上 ６５.２

久
井
運
動
公
園
Ｂ
＆
Ｇ

プ
ー
ル
監
視
員
の
募
集

相談日変更の場合などがあります。
事前に確認してください。

○みはら一日若者しごと館 毎週月曜日 １２時～１７時
（予約・問い合わせは青少年女性課1０８４８̂ 4９２３４）
○人権相談 ～人権擁護委員の日 全国一斉相談～
１日（火）１３時～１６時（人権推進課1０８４８̂ 7６０４４）

○女　性　相　談 月～金曜日　９時３０分～１６時（1
０８４８̂ 1０１２２）
児　童　相　談 毎週月・水・金曜日（２３日は要予約）
９時～１６時（1０８４８̂ 1０１２１）
(いずれも社会福祉課1０８４８̂ 7６０６０)

○心配ごと相談所 ２９日を除く毎週火・金曜日 １３時～
１６時
不 動 産 相 談 １０日（木）・２４日（木）１０時～１５時
療育・教育相談 ７日（月）・２８日（月）１３時～１６時
戦没者遺族相談 ３日（木）・１７日（木）１３時～１６時
行　政　相　談 １８日（金）１３時～１６時
成年後見専門相談 １０日（木）１４時～１６時（要予約1０８
４８̂ 3３３１９）
（いずれも社会福祉協議会1０８４８̂ 3０５７０）
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